
　

風
俗
営
業
等
の
規
制
及
び
業
務
の
適
正

化
等
に
関
す
る
法
律

　

　平
成
二
八
年
四
月
一
日
以
降
有
効
な
旧
規
定

改
正
法
令
一
覧

・
風
俗
営
業
等
の
規
制
及
び
業
務
の
適
正
化
等
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を

改
正
す
る
法
律
（
平
成
二
七
・
六
・
二
四
法
四
五
）
本
則
二
条
（
平
成

二
八
・
六
・
二
三
施
行
）

（
用
語
の
意
義
）

第
二
条
①
　（
柱
書
略
）

一
　
キ
ヤ
バ
レ
ー
そ
の
他
設
備
を
設
け
て
客
に
ダ
ン
ス
を
さ
せ
、
か
つ
、

客
の
接
待
を
し
て
客
に
飲
食
を
さ
せ
る
営
業
（
改
正
に
よ
り
削
ら
れ
た
）

二
　
待
合
、
料
理
店
、
カ
フ
エ
ー
そ
の
他
設
備
を
設
け
て
客
の
接
待
を
し

て
客
に
遊
興
又
は
飲
食
を
さ
せ
る
営
業
（
前
号
に
該
当
す
る
営
業
を
除

く
。）（
改
正
後
の
一
）

三
　
ナ
イ
ト
ク
ラ
ブ
そ
の
他
設
備
を
設
け
て
客
に
ダ
ン
ス
を
さ
せ
、
か

つ
、
客
に
飲
食
を
さ
せ
る
営
業
（
第
一
号
に
該
当
す
る
営
業
を
除
く
。）

（
改
正
に
よ
り
削
ら
れ
た
）

四
　
削
除
（
改
正
に
よ
り
削
ら
れ
た
）

五
　
喫
茶
店
、
バ
ー
そ
の
他
設
備
を
設
け
て
客
に
飲
食
を
さ
せ
る
営
業

で
、
国
家
公
安
委
員
会
規
則
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
計
つ
た
客
席
に

お
け
る
照
度
を
十
ル
ク
ス
以
下
と
し
て
営
む
も
の
（
第
一
号
か
ら
第
三

号
ま
で
に
掲
げ
る
営
業
と
し
て
営
む
も
の
を
除
く
。）（
改
正
後
の
二
）

六
―
八
　（
略
、
改
正
後
の
三
―
五
）

②
③
　（
略
）

④
　
こ
の
法
律
に
お
い
て　「
接
待
飲
食
等
営
業
」
と
は
、
第
一
項
第
一
号
か

ら
第
三
号
ま
で
、
第
五
号
及
び
第
六
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
営
業
を

い
う
。

⑤
―
⑩
　（
略
）

新
⑪
⑫
　（
改
正
に
よ
り
追
加
）

⑪
　（
柱
書
略
）

一
・
二
　（
略
）

新
三
　（
改
正
に
よ
り
追
加
）

三
　
飲
食
店
営
業
（
設
備
を
設
け
て
客
に
飲
食
を
さ
せ
る
営
業
で
食
品
衛

生
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
二
百
三
十
三
号
）
第
五
十
二
条
第
一
項

の
許
可
を
受
け
て
営
む
も
の
を
い
い
、
接
待
飲
食
等
営
業
又
は
店
舗
型

性
風
俗
特
殊
営
業
に
該
当
す
る
も
の
を
除
く
。
以
下
同
じ
。）の
う
ち
、

バ
ー
、
酒
場
そ
の
他
客
に
酒
類
を
提
供
し
て
営
む
営
業
（
営
業
の
常
態

と
し
て
、
通
常
主
食
と
認
め
ら
れ
る
食
事
を
提
供
し
て
営
む
も
の
を
除

く
。
以
下　「
酒
類
提
供
飲
食
店
営
業
」
と
い
う
。）で
、
日
出
時
か
ら
午

後
十
時
ま
で
の
時
間
に
お
い
て
の
み
営
む
も
の
以
外
の
も
の
（
改
正
後

の
四
）

（
改
正
後
の
⑬
）

（
許
可
の
基
準
）

第
四
条
①
―
③
　（
略
）

④
　
第
二
条
第
一
項
第
七
号
の
営
業
（
ぱ
ち
ん
こ
屋
そ
の
他
政
令
で
定
め
る

も
の
に
限
る
。）に
つ
い
て
は
、
公
安
委
員
会
は
、
当
該
営
業
に
係
る
営
業

所
に
設
置
さ
れ
る
遊
技
機
が
著
し
く
客
の
射
幸
心
を
そ
そ
る
お
そ
れ
が
あ

る
も
の
と
し
て
国
家
公
安
委
員
会
規
則
で
定
め
る
基
準
に
該
当
す
る
も
の

で
あ
る
と
き
は
、
当
該
営
業
を
許
可
し
な
い
こ
と
が
で
き
る
。

（
営
業
時
間
の
制
限
）

第
一
三
条
①
　
風
俗
営
業
者
は
、
午
前
零
時
（
都
道
府
県
が
習
俗
的
行
事
そ

の
他
の
特
別
な
事
情
の
あ
る
日
と
し
て
条
例
で
定
め
る
日
に
あ
つ
て
は
当

該
事
情
の
あ
る
地
域
と
し
て
当
該
条
例
で
定
め
る
地
域
内
は
午
前
零
時
以

後
に
お
い
て
当
該
条
例
で
定
め
る
時
、
当
該
条
例
で
定
め
る
日
以
外
の
日

に
あ
つ
て
は
午
前
一
時
ま
で
風
俗
営
業
を
営
む
こ
と
が
許
容
さ
れ
る
特
別

な
事
情
の
あ
る
地
域
と
し
て
政
令
で
定
め
る
基
準
に
従
い
都
道
府
県
の
条

例
で
定
め
る
地
域
内
に
限
り
午
前
一
時
）
か
ら
日
出
時
ま
で
の
時
間
に
お

い
て
は
、
そ
の
営
業
を
営
ん
で
は
な
ら
な
い
。

②
　（
略
）

③
④
　（
改
正
に
よ
り
追
加
）

（
年
少
者
の
立
入
禁
止
の
表
示
）

第
一
八
条
　
風
俗
営
業
者
は
、
国
家
公
安
委
員
会
規
則
で
定
め
る
と
こ
ろ
に

よ
り
、
十
八
歳
未
満
の
者
が
そ
の
営
業
所
に
立
ち
入
つ
て
は
な
ら
な
い
旨

（
第
二
条
第
一
項
第
八
号
の
営
業
に
係
る
営
業
所
に
あ
つ
て
は
、
午
後
十

時
以
後
の
時
間
に
お
い
て
立
ち
入
つ
て
は
な
ら
な
い
旨
（
第
二
十
二
条
第

五
号
の
規
定
に
基
づ
く
都
道
府
県
の
条
例
で
、
十
八
歳
以
下
の
条
例
で
定

め
る
年
齢
に
満
た
な
い
者
に
つ
き
、
午
後
十
時
前
の
時
を
定
め
た
と
き

は
、
そ
の
者
に
つ
い
て
は
そ
の
時
以
後
の
時
間
に
お
い
て
立
ち
入
つ
て
は

な
ら
な
い
旨
））
を
営
業
所
の
入
り
口
に
表
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
遊
技
料
金
等
の
規
制
）

第
一
九
条
　
第
二
条
第
一
項
第
七
号
の
営
業
を
営
む
風
俗
営
業
者
は
、
国
家

公
安
委
員
会
規
則
で
定
め
る
遊
技
料
金
、
賞
品
の
提
供
方
法
及
び
賞
品
の

価
格
の
最
高
限
度
（
ま
あ
じ
や
ん
屋
を
営
む
風
俗
営
業
者
に
あ
つ
て
は
、

遊
技
料
金
）
に
関
す
る
基
準
に
従
い
、
そ
の
営
業
を
営
ま
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。

（
条
例
へ
の
委
任
）

第
二
一
条
　
第
十
二
条
か
ら
第
十
九
条
ま
で
及
び
前
条
第
一
項
に
定
め
る
も

の
の
ほ
か
、
都
道
府
県
は
、
条
例
に
よ
り
、
風
俗
営
業
者
の
行
為
に
つ
い

て
、
善
良
の
風
俗
若
し
く
は
清
浄
な
風
俗
環
境
を
害
し
、
又
は
少
年
の
健

全
な
育
成
に
障
害
を
及
ぼ
す
行
為
を
防
止
す
る
た
め
必
要
な
制
限
を
定
め

る
こ
と
が
で
き
る
。

（
禁
止
行
為
）

第
二
二
条
　（
柱
書
略
）

一
・
二
　（
略
）

三
　
営
業
所
で
、
十
八
歳
未
満
の
者
に
客
の
接
待
を
さ
せ
、
又
は
客
の
相

手
と
な
つ
て
ダ
ン
ス
を
さ
せ
る
こ
と
。

四
　
営
業
所
で
午
後
十
時
か
ら
翌
日
の
日
出
時
ま
で
の
時
間
に
お
い
て
十

八
歳
未
満
の
者
を
客
に
接
す
る
業
務
に
従
事
さ
せ
る
こ
と
。

五
　
十
八
歳
未
満
の
者
を
営
業
所
に
客
と
し
て
立
ち
入
ら
せ
る
こ
と
（
第

二
条
第
一
項
第
八
号
の
営
業
に
係
る
営
業
所
に
あ
つ
て
は
、
午
後
十
時

（
同
号
の
営
業
に
係
る
営
業
所
に
関
し
、
都
道
府
県
の
条
例
で
、
十
八

歳
以
下
の
条
例
で
定
め
る
年
齢
に
満
た
な
い
者
に
つ
き
、
午
後
十
時
前

の
時
を
定
め
た
と
き
は
、
そ
の
者
に
つ
い
て
は
そ
の
時
）
か
ら
翌
日
の

日
出
時
ま
で
の
時
間
に
お
い
て
客
と
し
て
立
ち
入
ら
せ
る
こ
と
。）。

六
　（
略
）

（
改
正
後
の
①
）

②
　（
改
正
に
よ
り
追
加
）

（
遊
技
場
営
業
者
の
禁
止
行
為
）

第
二
三
条
①
　
第
二
条
第
一
項
第
七
号
の
営
業
（
ぱ
ち
ん
こ
屋
そ
の
他
政
令

で
定
め
る
も
の
に
限
る
。）を
営
む
者
は
、
前
条
の
規
定
に
よ
る
ほ
か
、
そ

の
営
業
に
関
し
、
次
に
掲
げ
る
行
為
を
し
て
は
な
ら
な
い
。

一
―
四
　（
略
）

②
　
第
二
条
第
一
項
第
七
号
の
ま
あ
じ
や
ん
屋
又
は
同
項
第
八
号
の
営
業
を

営
む
者
は
、
前
条
の
規
定
に
よ
る
ほ
か
、
そ
の
営
業
に
関
し
、
遊
技
の
結

果
に
応
じ
て
賞
品
を
提
供
し
て
は
な
ら
な
い
。

③
　
第
一
項
第
三
号
及
び
第
四
号
の
規
定
は
、
第
二
条
第
一
項
第
八
号
の
営

業
を
営
む
者
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

（
営
業
の
停
止
等
）

第
二
六
条
①
　（
略
）

②
　
公
安
委
員
会
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
風
俗
営
業
（
第
二
条
第
一
項
第

七
号
及
び
第
八
号
の
営
業
を
除
く
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。）の
許

可
を
取
り
消
し
、
又
は
風
俗
営
業
の
停
止
を
命
ず
る
と
き
は
、
当
該
風
俗

営
業
を
営
む
者
に
対
し
、
当
該
施
設
を
用
い
て
営
む
飲
食
店
営
業
に
つ
い

て
、
六
月
（
前
項
の
規
定
に
よ
り
風
俗
営
業
の
停
止
を
命
ず
る
と
き
は
、

そ
の
停
止
の
期
間
）
を
超
え
な
い
範
囲
内
で
期
間
を
定
め
て
営
業
の
全
部

又
は
一
部
の
停
止
を
命
ず
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
店
舗
型
性
風
俗
特
殊
営
業
の
禁
止
区
域
等
）

第
二
八
条
①
―
③
　（
略
）

④
　
都
道
府
県
は
、
善
良
の
風
俗
を
害
す
る
行
為
を
防
止
す
る
た
め
必
要
が

あ
る
と
き
は
、
政
令
で
定
め
る
基
準
に
従
い
条
例
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ

り
、
店
舗
型
性
風
俗
特
殊
営
業
（
第
二
条
第
六
項
第
四
号
の
営
業
そ
の
他

国
家
公
安
委
員
会
規
則
で
定
め
る
店
舗
型
性
風
俗
特
殊
営
業
を
除
く
。）の

深
夜
（
午
前
零
時
か
ら
日
出
時
ま
で
の
時
間
を
い
う
。
以
下
同
じ
。）に
お

け
る
営
業
時
間
を
制
限
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

⑤
―
⑫
　（
略
）

（
処
分
移
送
通
知
書
の
送
付
等
）

第
三
一
条
の
六
①
②
　（
略
）

③
　
第
一
項
の
規
定
は
公
安
委
員
会
が
前
項
の
規
定
に
よ
り
処
分
を
し
よ
う

と
す
る
場
合
に
つ
い
て
、
第
三
十
一
条
の
規
定
は
公
安
委
員
会
が
同
項
第

二
号
の
規
定
に
よ
り
受
付
所
営
業
の
停
止
を
命
じ
た
場
合
に
つ
い
て
準
用

す
る
。

第
四
章

　

第
二
節
　
深
夜
に
お
け
る
飲
食
店
営
業
の
規
制
等

第
一
款
（
第
三
一
条
の
二
二
―
第
三
一
条
の
二
五
）（
改
正
に
よ
り
追

加
）

第
二
款
名
　（
改
正
に
よ
り
追
加
）

（
深
夜
に
お
け
る
飲
食
店
営
業
の
規
制
等
）

第
三
二
条
①
　
深
夜
に
お
い
て
飲
食
店
営
業
を
営
む
者
は
、
次
に
掲
げ
る
事

項
を
遵
守
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
営
業
所
の
構
造
及
び
設
備
を
、
国
家
公
安
委
員
会
規
則
で
定
め
る
技

術
上
の
基
準
に
適
合
す
る
よ
う
に
維
持
す
る
こ
と
。

二
　
深
夜
に
お
い
て
客
に
遊
興
を
さ
せ
な
い
こ
と
。

②
　（
略
）

③
　
第
二
十
二
条
（
第
三
号
を
除
く
。）の
規
定
は
、
飲
食
店
営
業
を
営
む
者

に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
条
第
一
号
及
び
第
二
号

中　「
当
該
営
業
」
と
あ
る
の
は　「
当
該
営
業
（
深
夜
に
お
け
る
営
業
に
限

る
。）」
と
、
同
条
第
四
号
中　「
業
務
」
と
あ
る
の
は　「
業
務
（
少
年
の
健

全
な
育
成
に
及
ぼ
す
影
響
が
少
な
い
も
の
と
し
て
国
家
公
安
委
員
会
規
則

で
定
め
る
営
業
に
係
る
も
の
を
除
く
。）」
と
、
同
条
第
五
号
中　「
十
八
歳

未
満
」
と
あ
る
の
は　「
午
後
十
時
か
ら
翌
日
の
日
出
時
ま
で
の
時
間
に
お

い
て
十
八
歳
未
満
」
と
、「
を
営
業
所
」
と
あ
る
の
は　「
を
営
業
所
（
少
年

の
健
全
な
育
成
に
及
ぼ
す
影
響
が
少
な
い
も
の
と
し
て
国
家
公
安
委
員
会

規
則
で
定
め
る
営
業
に
係
る
も
の
を
除
く
。）」
と
、「
第
二
条
第
一
項
第
八

号
の
営
業
に
係
る
営
業
所
に
あ
つ
て
は
、
午
後
十
時
（
同
号
の
営
業
に
係

る
営
業
所
に
関
し
、
都
道
府
県
の
条
例
で
、
十
八
歳
以
下
の
条
例
で
定
め

る
年
齢
に
満
た
な
い
者
に
つ
き
、
午
後
十
時
前
の
時
を
定
め
た
と
き
は
、

そ
の
者
に
つ
い
て
は
そ
の
時
）
か
ら
翌
日
の
日
出
時
ま
で
の
時
間
に
お
い

て
客
と
し
て
立
ち
入
ら
せ
る
こ
と
」
と
あ
る
の
は　「
保
護
者
が
同
伴
す
る

十
八
歳
未
満
の
者
を
客
と
し
て
立
ち
入
ら
せ
る
場
合
を
除
く
」
と
読
み
替

え
る
も
の
と
す
る
。

（
深
夜
に
お
け
る
酒
類
提
供
飲
食
店
営
業
の
届
出
等
）

第
三
三
条
①
―
⑤
　（
略
）

⑥
　
第
十
八
条
の
二
の
規
定
は
、
酒
類
提
供
飲
食
店
営
業
（
日
出
時
か
ら
午

後
十
時
ま
で
の
時
間
に
お
い
て
の
み
営
む
も
の
を
除
く
。）を
営
む
者
に
つ

い
て
準
用
す
る
。

（
受
託
接
客
従
業
者
に
対
す
る
拘
束
的
行
為
の
規
制
等
）

第
三
五
条
の
三
　（
柱
書
略
）

一
　
当
該
接
客
業
務
受
託
営
業
を
営
む
者
の
使
用
人
そ
の
他
の
従
業
者
で

1



第
二
条
第
十
一
項
に
規
定
す
る
業
務
の
一
部
に
従
事
す
る
も
の
（
以
下

こ
の
節
に
お
い
て　「
受
託
接
客
従
業
者
」
と
い
う
。）に
対
し
、
受
託
接

客
従
業
者
で
な
く
な
つ
た
場
合
に
は
直
ち
に
残
存
す
る
債
務
を
完
済
す

る
こ
と
を
条
件
と
し
て
、
そ
の
支
払
能
力
に
照
ら
し
不
相
当
に
高
額
の

債
務
を
負
担
さ
せ
る
こ
と
。

二
　（
略
）

（
従
業
者
名
簿
）

第
三
六
条
　
風
俗
営
業
者
、
店
舗
型
性
風
俗
特
殊
営
業
を
営
む
者
、
無
店
舗

型
性
風
俗
特
殊
営
業
を
営
む
者
、
店
舗
型
電
話
異
性
紹
介
営
業
を
営
む

者
、
無
店
舗
型
電
話
異
性
紹
介
営
業
を
営
む
者
、
第
三
十
三
条
第
六
項
に

規
定
す
る
酒
類
提
供
飲
食
店
営
業
を
営
む
者
及
び
深
夜
に
お
い
て
飲
食
店

営
業
（
酒
類
提
供
飲
食
店
営
業
を
除
く
。）を
営
む
者
は
、
国
家
公
安
委
員

会
規
則
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
営
業
所
ご
と
（
無
店
舗
型
性
風
俗
特

殊
営
業
を
営
む
者
及
び
無
店
舗
型
電
話
異
性
紹
介
営
業
を
営
む
者
に
あ
つ

て
は
、
事
務
所
）
に
、
従
業
者
名
簿
を
備
え
、
こ
れ
に
当
該
営
業
に
係
る

業
務
に
従
事
す
る
者
の
住
所
及
び
氏
名
そ
の
他
内
閣
府
令
で
定
め
る
事
項

を
記
載
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
接
客
従
業
者
の
生
年
月
日
等
の
確
認
）

第
三
六
条
の
二
①
　
接
待
飲
食
等
営
業
を
営
む
風
俗
営
業
者
、
店
舗
型
性
風

俗
特
殊
営
業
を
営
む
者
、
無
店
舗
型
性
風
俗
特
殊
営
業
を
営
む
者
及
び
第

三
十
三
条
第
六
項
に
規
定
す
る
酒
類
提
供
飲
食
店
営
業
を
営
む
者
は
、
当

該
営
業
に
関
し
客
に
接
す
る
業
務
に
従
事
さ
せ
よ
う
と
す
る
者
に
つ
い
て

次
に
掲
げ
る
事
項
を
、
当
該
事
項
を
証
す
る
書
類
と
し
て
内
閣
府
令
で
定

め
る
書
類
に
よ
り
、
確
認
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
―
三
　（
略
）

②
　
接
待
飲
食
等
営
業
を
営
む
風
俗
営
業
者
、
店
舗
型
性
風
俗
特
殊
営
業
を

営
む
者
、
無
店
舗
型
性
風
俗
特
殊
営
業
を
営
む
者
及
び
第
三
十
三
条
第
六

項
に
規
定
す
る
酒
類
提
供
飲
食
店
営
業
を
営
む
者
は
、
前
項
の
確
認
を
し

た
と
き
は
、
国
家
公
安
委
員
会
規
則
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
当
該
確

認
に
係
る
記
録
を
作
成
し
、
こ
れ
を
保
存
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
報
告
及
び
立
入
り
）

第
三
七
条
①
　
公
安
委
員
会
は
、
こ
の
法
律
の
施
行
に
必
要
な
限
度
に
お
い

て
、
風
俗
営
業
者
、
性
風
俗
関
連
特
殊
営
業
を
営
む
者
、
第
三
十
三
条
第

六
項
に
規
定
す
る
酒
類
提
供
飲
食
店
営
業
を
営
む
者
、
深
夜
に
お
い
て
飲

食
店
営
業
（
酒
類
提
供
飲
食
店
営
業
を
除
く
。）を
営
む
者
又
は
接
客
業
務

受
託
営
業
を
営
む
者
に
対
し
、
そ
の
業
務
に
関
し
報
告
又
は
資
料
の
提
出

を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

②
　
警
察
職
員
は
、
こ
の
法
律
の
施
行
に
必
要
な
限
度
に
お
い
て
、
次
に
掲

げ
る
場
所
に
立
ち
入
る
こ
と
が
で
き
る
。
た
だ
し
、
第
一
号
、
第
二
号
又

は
第
四
号
か
ら
第
六
号
ま
で
に
掲
げ
る
営
業
所
に
設
け
ら
れ
て
い
る
個
室

そ
の
他
こ
れ
に
類
す
る
施
設
で
客
が
在
室
す
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
こ
の

限
り
で
な
い
。

一
―
四
　（
略
）

新
五
　（
改
正
に
よ
り
追
加
）

五
・
六
　（
略
、
改
正
後
の
六
・
七
）

③
④
　（
略
）

（
少
年
指
導
委
員
）

第
三
八
条
①
　（
略
）

②
　
少
年
指
導
委
員
は
、
風
俗
営
業
及
び
性
風
俗
関
連
特
殊
営
業
等
（
性
風

俗
関
連
特
殊
営
業
、
飲
食
店
営
業
、
興
行
場
営
業
、
特
定
性
風
俗
物
品
販

売
等
営
業
及
び
接
客
業
務
受
託
営
業
を
い
う
。
第
二
号
に
お
い
て
同
じ
。）

に
関
し
、
次
に
掲
げ
る
職
務
を
行
う
。

一
　
飲
酒
若
し
く
は
喫
煙
を
し
て
い
る
少
年
、
風
俗
営
業
、
店
舗
型
性
風

俗
特
殊
営
業
若
し
く
は
店
舗
型
電
話
異
性
紹
介
営
業
の
営
業
所
若
し
く

は
第
二
条
第
七
項
第
一
号
の
営
業
の
受
付
所
に
客
と
し
て
出
入
り
し
、

又
は
こ
れ
ら
の
営
業
所
若
し
く
は
受
付
所
の
付
近
を
は
い
か
い
し
て
い

る
十
八
歳
未
満
の
者
そ
の
他
少
年
の
健
全
な
育
成
の
観
点
か
ら
障
害
が

あ
る
と
認
め
ら
れ
る
行
為
を
行
つ
て
い
る
少
年
の
補
導
を
行
う
こ
と
。

二
―
五
　（
略
）

③
―
⑥
　（
略
）

第
三
八
条
の
二
①
　
公
安
委
員
会
は
、
少
年
の
健
全
な
育
成
に
障
害
を
及
ぼ

す
行
為
を
防
止
す
る
た
め
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
こ
の
法
律
の

施
行
に
必
要
な
限
度
に
お
い
て
、
少
年
指
導
委
員
に
、
第
三
十
七
条
第
二

項
各
号
に
掲
げ
る
場
所
に
立
ち
入
ら
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。
た
だ
し
、
同

項
第
一
号
、
第
二
号
又
は
第
四
号
か
ら
第
六
号
ま
で
に
掲
げ
る
営
業
所
に

設
け
ら
れ
て
い
る
個
室
そ
の
他
こ
れ
に
類
す
る
施
設
で
客
が
在
室
す
る
も

の
に
つ
い
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

②
―
⑤
　（
略
）

第
三
八
条
の
四
　（
改
正
に
よ
り
追
加
）

（
都
道
府
県
風
俗
環
境
浄
化
協
会
）

第
三
九
条
①
　（
略
）

②
　（
柱
書
略
）

一
―
四
　（
略
）

五
　
公
安
委
員
会
の
委
託
を
受
け
て
第
二
十
四
条
第
六
項
の
講
習
を
行
う

こ
と
。

六
　
公
安
委
員
会
の
委
託
を
受
け
て
第
三
条
第
一
項
の
許
可
の
申
請
に
係

る
営
業
所
に
関
し
、
第
四
条
第
二
項
第
一
号
若
し
く
は
第
二
号
又
は
同

条
第
三
項
第
二
号
か
ら
第
四
号
ま
で
に
該
当
す
る
事
由
の
有
無
に
つ
い

て
調
査
す
る
こ
と
。

七
　
公
安
委
員
会
の
委
託
を
受
け
て
第
九
条
第
一
項
の
承
認
又
は
第
十
条

の
二
第
一
項
の
認
定
の
申
請
に
係
る
営
業
所
の
構
造
及
び
設
備
が
第
四

条
第
二
項
第
一
号
の
技
術
上
の
基
準
に
適
合
し
て
い
る
か
否
か
に
つ
い

て
調
査
す
る
こ
と
。

八
　（
略
）

③
―
⑦
　（
略
）

（
聴
聞
の
特
例
）

第
四
一
条
①
　
公
安
委
員
会
は
、
第
二
十
六
条
、
第
三
十
条
第
一
項
若
し
く

は
第
三
項
、
第
三
十
一
条
の
五
第
一
項
、
第
三
十
一
条
の
六
第
二
項
第
二

号
、
第
三
十
一
条
の
十
五
第
一
項
、
第
三
十
一
条
の
二
十
、
第
三
十
一
条

の
二
十
一
第
二
項
第
二
号
、
第
三
十
四
条
第
二
項
、
第
三
十
五
条
、
第
三

十
五
条
の
二
若
し
く
は
第
三
十
五
条
の
四
第
二
項
若
し
く
は
第
四
項
第
二

号
の
規
定
に
よ
り
営
業
の
停
止
を
命
じ
、
又
は
第
三
十
条
第
二
項
、
第
三

十
一
条
の
五
第
二
項
、
第
三
十
一
条
の
六
第
二
項
第
三
号
若
し
く
は
第
三

十
一
条
の
十
五
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
営
業
の
廃
止
を
命
じ
よ
う
と
す
る

と
き
は
、
行
政
手
続
法
（
平
成
五
年
法
律
第
八
十
八
号
）
第
十
三
条
第
一

項
の
規
定
に
よ
る
意
見
陳
述
の
た
め
の
手
続
の
区
分
に
か
か
わ
ら
ず
、
聴

聞
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

②
　
第
八
条
、
第
十
条
の
二
第
六
項
、
第
二
十
六
条
、
第
三
十
条
、
第
三
十

一
条
の
五
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
、
第
三
十
一
条
の
六
第
二
項
第
二
号

若
し
く
は
第
三
号
、
第
三
十
一
条
の
十
五
、
第
三
十
一
条
の
二
十
、
第
三

十
一
条
の
二
十
一
第
二
項
第
二
号
、
第
三
十
四
条
第
二
項
、
第
三
十
五
条
、

第
三
十
五
条
の
二
、
第
三
十
五
条
の
四
第
二
項
若
し
く
は
第
四
項
第
二
号

又
は
第
三
十
九
条
第
四
項
（
前
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含

む
。）の
規
定
に
よ
る
処
分
に
係
る
聴
聞
を
行
う
に
当
た
つ
て
は
、
そ
の
期

日
の
一
週
間
前
ま
で
に
、
行
政
手
続
法
第
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る

通
知
を
し
、
か
つ
、
聴
聞
の
期
日
及
び
場
所
を
公
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。

③
　（
略
）

④
　
第
八
条
、
第
十
条
の
二
第
六
項
、
第
二
十
六
条
、
第
三
十
条
、
第
三
十

一
条
の
五
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
、
第
三
十
一
条
の
六
第
二
項
第
二
号

若
し
く
は
第
三
号
、
第
三
十
一
条
の
十
五
、
第
三
十
一
条
の
二
十
、
第
三

十
一
条
の
二
十
一
第
二
項
第
二
号
、
第
三
十
四
条
第
二
項
、
第
三
十
五
条
、

第
三
十
五
条
の
二
、
第
三
十
五
条
の
四
第
二
項
若
し
く
は
第
四
項
第
二
号

又
は
第
三
十
九
条
第
四
項
（
前
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含

む
。）の
規
定
に
よ
る
処
分
に
係
る
聴
聞
の
期
日
に
お
け
る
審
理
は
、
公
開

に
よ
り
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
行
政
手
続
法
の
適
用
除
外
）

第
四
一
条
の
二
　
公
安
委
員
会
が
そ
の
あ
ら
か
じ
め
指
定
す
る
医
師
の
診
断

に
基
づ
き
第
四
条
第
一
項
第
四
号
に
該
当
す
る
と
認
め
た
者
に
つ
い
て
行

う
第
八
条
の
規
定
に
よ
る
処
分
に
つ
い
て
は
、
行
政
手
続
法
第
三
章
（
第

十
二
条
及
び
第
十
四
条
を
除
く
。）の
規
定
は
、
適
用
し
な
い
。

（
国
家
公
安
委
員
会
へ
の
報
告
等
）

第
四
一
条
の
三
①
　（
柱
書
略
）

一
　
第
三
条
第
一
項
の
許
可
若
し
く
は
第
七
条
第
一
項
、
第
七
条
の
二
第

一
項
若
し
く
は
第
七
条
の
三
第
一
項
の
承
認
を
し
、
又
は
第
三
十
一
条

の
二
第
一
項
、
同
条
第
二
項
（
第
三
十
一
条
の
七
第
二
項
及
び
第
三
十

一
条
の
十
七
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。）、
第
三
十
一

条
の
七
第
一
項
若
し
く
は
第
三
十
一
条
の
十
七
第
一
項
の
届
出
書
を
受

理
し
た
場
合

二
　
第
二
十
五
条
、
第
二
十
六
条
第
一
項
、
第
三
十
一
条
の
四
第
一
項
、

第
三
十
一
条
の
五
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
、
第
三
十
一
条
の
六
第
二

項
、
第
三
十
一
条
の
九
第
一
項
、
第
三
十
一
条
の
十
、
第
三
十
一
条
の

十
一
第
二
項
、
第
三
十
一
条
の
十
九
第
一
項
、
第
三
十
一
条
の
二
十
、

第
三
十
一
条
の
二
十
一
第
二
項
又
は
第
三
十
五
条
の
四
第
一
項
、
第
二

項
若
し
く
は
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
処
分
を
し
た
場
合

②
　
前
項
に
規
定
す
る
も
の
の
ほ
か
、
公
安
委
員
会
は
、
風
俗
営
業
者
、
無

店
舗
型
性
風
俗
特
殊
営
業
、
映
像
送
信
型
性
風
俗
特
殊
営
業
、
無
店
舗
型

電
話
異
性
紹
介
営
業
若
し
く
は
接
客
業
務
受
託
営
業
を
営
む
者
若
し
く
は

こ
れ
ら
の
代
理
人
等
が
同
項
第
二
号
に
規
定
す
る
処
分
の
事
由
と
な
る
行

為
若
し
く
は
違
反
行
為
を
し
、
又
は
風
俗
営
業
者
若
し
く
は
無
店
舗
型
性

風
俗
特
殊
営
業
、
映
像
送
信
型
性
風
俗
特
殊
営
業
、
無
店
舗
型
電
話
異
性

紹
介
営
業
若
し
く
は
接
客
業
務
受
託
営
業
を
営
む
者
が
同
号
に
規
定
す
る

処
分
に
違
反
し
た
と
認
め
る
場
合
に
は
、
風
俗
営
業
の
営
業
所
の
所
在
地

又
は
当
該
行
為
若
し
く
は
当
該
違
反
行
為
が
行
わ
れ
た
時
に
お
け
る
無
店

舗
型
性
風
俗
特
殊
営
業
、
映
像
送
信
型
性
風
俗
特
殊
営
業
、
無
店
舗
型
電

話
異
性
紹
介
営
業
若
し
く
は
接
客
業
務
受
託
営
業
の
事
務
所
の
所
在
地
を

管
轄
す
る
公
安
委
員
会
に
対
し
、
国
家
公
安
委
員
会
規
則
で
定
め
る
事
項

を
通
報
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
飲
食
店
営
業
等
の
停
止
の
通
知
）

第
四
二
条
　
公
安
委
員
会
は
、
第
二
十
六
条
第
二
項
若
し
く
は
第
三
十
四
条

第
二
項
の
規
定
に
よ
り
飲
食
店
営
業
に
係
る
営
業
の
全
部
若
し
く
は
一
部

の
停
止
を
命
じ
た
と
き
、
第
三
十
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
浴
場
業
営

業
、
興
行
場
営
業
若
し
く
は
旅
館
業
に
係
る
営
業
の
全
部
若
し
く
は
一
部

の
停
止
を
命
じ
た
と
き
、
又
は
第
三
十
五
条
の
規
定
に
よ
り
興
行
場
営
業

に
係
る
営
業
の
全
部
若
し
く
は
一
部
の
停
止
を
命
じ
た
と
き
は
、
速
や
か

に
、
当
該
営
業
の
所
轄
庁
に
処
分
の
内
容
及
び
理
由
を
通
知
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。

（
風
俗
営
業
者
の
団
体
）

第
四
四
条
　
風
俗
営
業
者
が
風
俗
営
業
の
業
務
の
適
正
化
と
風
俗
営
業
の
健

全
化
を
図
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
組
織
す
る
団
体
は
、
そ
の
成
立
の
日
か

ら
三
十
日
以
内
に
、
内
閣
府
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
国
家
公
安
委

員
会
又
は
公
安
委
員
会
に
、
名
称
、
事
務
所
の
所
在
地
そ
の
他
の
内
閣
府

令
で
定
め
る
事
項
を
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。（
改
正
後
の
①
）

②
　（
改
正
に
よ
り
追
加
）

第
四
九
条
　（
柱
書
略
）

一
　（
略
）

二
　
偽
り
そ
の
他
不
正
の
手
段
に
よ
り
第
三
条
第
一
項
の
許
可
又
は
第
七

条
第
一
項
、
第
七
条
の
二
第
一
項
若
し
く
は
第
七
条
の
三
第
一
項
の
承

認
を
受
け
た
者

三
　
第
十
一
条
の
規
定
に
違
反
し
た
者

四
　
第
二
十
六
条
、
第
三
十
条
、
第
三
十
一
条
の
五
第
一
項
若
し
く
は
第

二
項
、
第
三
十
一
条
の
六
第
二
項
第
二
号
若
し
く
は
第
三
号
、
第
三
十

一
条
の
十
五
、
第
三
十
一
条
の
二
十
、
第
三
十
一
条
の
二
十
一
第
二
項

第
二
号
、
第
三
十
四
条
第
二
項
、
第
三
十
五
条
、
第
三
十
五
条
の
二
又

は
第
三
十
五
条
の
四
第
二
項
若
し
く
は
第
四
項
第
二
号
の
規
定
に
よ
る

公
安
委
員
会
の
処
分
に
違
反
し
た
者

五
・
六
　（
略
）

七
　（
改
正
に
よ
り
追
加
）
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第
五
〇
条
①
　（
柱
書
略
）

一
　
第
九
条
第
一
項
（
第
二
十
条
第
十
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含

む
。
以
下
こ
の
号
及
び
次
号
に
お
い
て
同
じ
。）の
規
定
に
違
反
し
て
第

九
条
第
一
項
の
承
認
を
受
け
な
い
で
営
業
所
の
構
造
又
は
設
備
（
第
四

条
第
四
項
に
規
定
す
る
遊
技
機
を
含
む
。）の
変
更
を
し
た
者

二
　（
略
）

三
　
偽
り
そ
の
他
不
正
の
手
段
に
よ
り
第
十
条
の
二
第
一
項
の
認
定
を
受

け
た
者

四
　
第
二
十
二
条
第
三
号
の
規
定
又
は
同
条
第
四
号
か
ら
第
六
号
ま
で

（
こ
れ
ら
の
規
定
を
第
三
十
二
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を

含
む
。）の
規
定
に
違
反
し
た
者

五
―
十
　（
略
）

②
　
第
二
十
二
条
第
三
号
若
し
く
は
第
四
号
（
第
三
十
二
条
第
三
項
に
お
い

て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。）、
第
二
十
八
条
第
十
二
項
第
三
号
、
第
三
十

一
条
の
三
第
三
項
第
一
号
、
第
三
十
一
条
の
十
三
第
二
項
第
三
号
若
し
く

は
第
四
号
又
は
第
三
十
一
条
の
十
八
第
二
項
第
一
号
に
掲
げ
る
行
為
を
し

た
者
は
、
当
該
十
八
歳
未
満
の
者
の
年
齢
を
知
ら
な
い
こ
と
を
理
由
と
し

て
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
処
罰
を
免
れ
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
た
だ
し
、

過
失
の
な
い
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

第
五
一
条
　
第
二
十
条
第
六
項
、
第
三
十
八
条
第
三
項
又
は
第
三
十
九
条
第

五
項
の
規
定
に
違
反
し
た
者
は
、
一
年
以
下
の
懲
役
又
は
百
万
円
以
下
の

罰
金
に
処
す
る
。

第
五
二
条
　（
柱
書
略
）

一
　
第
二
十
二
条
第
一
号
若
し
く
は
第
二
号
（
こ
れ
ら
の
規
定
を
第
三
十

二
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。）、
第
二
十
八
条
第
十

二
項
第
一
号
若
し
く
は
第
二
号
（
こ
れ
ら
の
規
定
を
第
三
十
一
条
の
三

第
二
項
の
規
定
に
よ
り
適
用
す
る
場
合
を
含
む
。）又
は
第
三
十
一
条
の

十
三
第
二
項
第
一
号
若
し
く
は
第
二
号
の
規
定
に
違
反
し
た
者

二
―
五
　（
略
）

第
五
四
条
　（
柱
書
略
）

一
　
第
五
条
第
一
項
の
許
可
申
請
書
又
は
添
付
書
類
で
あ
つ
て
虚
偽
の
記

載
の
あ
る
も
の
を
提
出
し
た
者

二
　
第
九
条
第
五
項
後
段
の
規
定
に
違
反
し
て
、
届
出
書
を
提
出
せ
ず
、

又
は
同
項
後
段
の
届
出
書
若
し
く
は
添
付
書
類
で
あ
つ
て
虚
偽
の
記
載

の
あ
る
も
の
を
提
出
し
た
者

三
　
第
十
条
の
二
第
二
項
の
認
定
申
請
書
又
は
添
付
書
類
で
あ
つ
て
虚
偽

の
記
載
の
あ
る
も
の
を
提
出
し
た
者

四
　（
略
）

五
　
第
二
十
四
条
第
一
項
の
規
定
に
違
反
し
た
者

六
　（
略
）

第
五
五
条
　（
柱
書
略
）

一
　
第
六
条
の
規
定
に
違
反
し
た
者

二
　
第
七
条
第
五
項
（
第
七
条
の
二
第
三
項
及
び
第
七
条
の
三
第
三
項
に

お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。）の
規
定
に
違
反
し
た
者

三
　
第
九
条
第
三
項
（
第
二
十
条
第
十
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含

む
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
同
じ
。）又
は
第
三
十
三
条
第
二
項
の
規
定

に
違
反
し
て
、
届
出
書
を
提
出
せ
ず
、
又
は
第
九
条
第
三
項
若
し
く
は

第
三
十
三
条
第
二
項
の
届
出
書
若
し
く
は
こ
れ
ら
の
届
出
書
に
係
る
第

九
条
第
三
項
若
し
く
は
第
三
十
三
条
第
三
項
の
添
付
書
類
で
あ
つ
て
虚

偽
の
記
載
の
あ
る
も
の
を
提
出
し
た
者

四
　
第
十
条
第
一
項
の
規
定
に
違
反
し
た
者

五
　
第
十
条
の
二
第
七
項
の
規
定
に
違
反
し
た
者

六
　（
略
）

第
五
七
条
　（
柱
書
略
）

一
　
第
七
条
第
六
項
の
規
定
に
違
反
し
た
者

二
　
第
十
条
第
三
項
の
規
定
に
違
反
し
た
者

三
　
第
十
条
の
二
第
九
項
の
規
定
に
違
反
し
た
者
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